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 午後２開会 

香遠教育長 ただ今から令和７年第 12回佐渡市教育委員会定例会を開会します。 

日程第１「議事録署名委員の指名について」です。本定例会の署名委員は、

教育委員会会議規則第 18条の規定により、岩崎委員と後藤委員の２名を指名

いたします。よろしくお願いします。 

日程第２、議案第 80号「佐渡市立図書館条例施行規則の一部を改正する規

則の制定について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

鶴間社会教育課長 

鶴間社会教育

課長 

それでは図書館条例施行規則の一部改正ということで、事前配布資料の１

ページからになります。本件につきましては、現在、移転を進めております、

さわた図書館の関係になります。工事が順調に進んでおりまして、移転の目

途が立ったということで、新たに開館時間を変更して運用するためのもので

す。また併せて、さわた図書館の概要につきましても、説明させていただき

たいと思います。詳細は図書館長が来ておりますので、図書館長から説明い

たします。 

香遠教育長  村岡館長 

村岡中央図書

館長 

よろしくお願いします。さわた図書館につきましては、佐和田行政サービ

スセンターの２階・３階に移転工事を行っており、整備にあたっては、図書

館機能の他に、赤ちゃんスペースや授乳室、親子での読み聞かせができ、ゆ

ったりとした時間が親子で送れる施設として、子育て世代の交流や相談員を

配置し、相談もできる子育て拠点施設として整備する予定で計画して、子ど

も若者課と連携しながら進めております。 

議案の２ページ目をご覧いただければと思います。開館時間の新旧対照表

になります。右側が現在の時間になります。現在、さわた図書館につきまし

ては、開館時間が午前９時から午後５時までとなっております。左の部分が、

今回上程いたしますさわた図書館の改定時間になります。４月から９月の平

日が９時から午後７時まで、土、日、祝日が９時から午後５時まで、10月か

ら３月までの平日が９時から午後６時まで、土、日、祝日が９時から午後５

時までとの改定案をお示しさせていただきます。今回、開館時間の決定につ

きましては、子育て世代のアンケートや図書館の利用者によるアンケート、

また図書館協議会でのご意見や過去に行った利用実績、また子どもたちが帰

る際の安全性、あまり暗くなってから帰るというのはなかなか安全的な部分

というところも総合的に考慮して決定したものです。子育て世代のニーズを

調査するアンケートにつきましては、令和７年 10月６日から 10月 28日まで

行って、109件回答をいただきました。30代の親御さんの回答が多く、お子

さんの年齢は０歳から６歳ということで、土日の利用希望が一番多くて、利

用したい時間帯は９時から 17時、また利用方法としましては、親子でゆっく

りくつろぎたい、また読み聞かせ等に参加したいといったご意見をいただき

ました。 

図書館アンケートにつきましては、令和７年８月 14日から９月 25日まで
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行いました。回答として 134件いただきました。60%が社会人で、高校生は 21%

からご回答いただきました。時間帯につきましては、当初、中央図書館と同

じ形での９時から 18時、平日といった部分と、あと４月から９月に関しては

午後７時まで行っていただきたいといった形でのご意見がありました。また、

利用につきましては、勉強できる場所が欲しい、Ｗｉ－Ｆｉが欲しい、また

飲食する場所が欲しいといったご意見をいただきました。また、この改定案

につきましては、事前に図書館協議会の方にご意見をお聞きした中では、お

おむね大丈夫でしょうとのご意見をいただいたところです。 

資料の４ページ目をご覧いただければと思います。こちらは施設の概要に

なります。佐和田行政サービスセンターの２階・３階に位置し、休館日は、

月曜日と年末年始、開館時間は本日、議決いただきましたらということにな

りますが、４月から９月は平日９時から 19時、土、日、祝日は９時から 17

時、10月から３月の平日は９時から 18時、土、日、祝日については９時から

17時ということになると考えております。また、オープン後もアンケートや

来館者の実績等を調査する中で、開館時間の見直しについては、引き続き検

討する必要性を考えていきたいと考えているところです。 

施設のオープンについてです。令和８年２月 14日ということで予定してお

ります。テープカットのほか、オープニングイベントとして読み聞かせや、

また来館したお子様に風船等のプレゼント等のイベントを予定して、今準備

を進めているところです。オープン記念イベントとしまして、令和８年３月

８日、日曜日になりますが、午前の部ということで、子どもと本をテーマと

した対談ということで予定しております。平凡社会長、柏書房社長、筑摩書

房前社長、図書館流通センター社長からお越しいただいて、子どもと本に対

しての対談ということで予定しております。国内の出版業界のトップリーダ

ーより、子どもと本をテーマとした対談を行っていただき、本施設の機能、

役割について市内外に発信したいと考えているところです。午後の部につき

ましては、市長とのトークミーティングを計画しております。第一部として

市長と子どもたちによるトークミーティング、第二部ということで、市長と

子育て世代のトークミーティングを予定しております。 

５ページ目をご覧いただければと思います。中央が平面図になっておりま

す。下の部分が２階のところになります。２階の部分につきましては、面積

について 690平米、こども図書館や授乳室、赤ちゃんスペース、交流スペー

ス、相談室等を整備し、親子でゆっくり読み聞かせ等をくつろいでいただけ

る施設として、また子育て世代の交流の場として考えているところです。交

流スペースについては、飲食が可能な形で考えているところです。上の方の

平面図が３階になります。こちらは一般図書のほか、学習室、こちら 28席に

なりますが、小中高生の生徒の学習環境の整備を行いたいと考えております。  

また、Ａのところの多目的ホールですが、普段はおしゃべりができたり、

本を読んだりできる空間として自由に使っていただく形を考えていますし、

また、定期的なイベントとして、絵本の作家による講演や読み聞かせ等のイ



 - 6 - 

ベントを定期的に行ないたいと考えております。 

蔵書に関しては、２階は、絵本や児童書、また育児書を中心に 22,000冊を

考えており、３階は、一般図書や新聞雑誌について 21,000冊を配置する予定

で、計 43,000冊ぐらいを管理したいと考えております。現在のさわた図書館

については、約 40,000冊なので、3,000冊ぐらい増える形で考えているとこ

ろです。 

本議案につきましては、施設の機能や役割、子育て世代のニーズ、図書館

利用者のニーズや実績、図書館協議会等の意見を総合的に考慮し、佐渡市図

書館条例施行規則第３条のさわた図書館の開館時間の改正について上程する

ものです。ご審議の方よろしくお願いします。説明については以上になりま

す。 

香遠教育長 ただいまの説明に対して、質疑、感想等ありますか。 

瀧川委員 

瀧川委員  ご説明ありがとうございました。私、これＷｅｂのニュースで見ましたが、

時間的な発表も挙がっていますよね。決定事項ではなくて、仮にってことで

すか。 

香遠教育長  村岡館長 

村岡中央図書

館長 

お答えいたします。この時間については、先般の議会の委員会の際に同様

の資料を出したところ、日報さんが来ておりまして、その部分が日報の記事

に載ったりはしておりましたが、まだこの時間については決定ではなく、本

教育委員会の方で議決をもって決定ということになりますので、まだ計画案

といった形になります。 

香遠教育長 はい、続けてどうぞ。 

瀧川委員 案ということなので、では、意見として述べさせていただきます。私も新

潟県とあと国立の図書館、子ども図書館とかを調べて、開館時間ですが、や

はり平日は５時までで、夏休みの暑くなった期間中、６月から８月までが、

夕方６時までというところはありますが、夜７時までやっているっていうと

ころが、正直見当たらなかったものですから。佐渡は思い切った。子育てひ

ろばと子ども児童会館としてはかなり夜開放してしまう印象を受けました。

これが良い結果に出るのか、逆に本当は落ち着いて、家庭で過ごさなければ

いけない時間を、もしかしたら図書館に集まってしまう一部のそういう動き

にならないといいな。休みの時には多分家族で使うってことを想像できます

が、小学生とか中学生が平日７時までいられる場所ができてしまうっていう

ことがあります。いい意味では、高校生や勉強する人たちは本当に６時、７

時、バスもあまり本数がないですから、本当に勉強できる場を望んでいまし

た。それは私も意見を聞いています。ただ、同じ図書館で子育て世代に 7時

までの開放っていうのが合っているのかどうかを、やはり慎重に進めるべき

かなと思って開館時間を見ておりました。以上です。 

香遠教育長 村岡館長 

村岡中央図書 ご意見ありがとうございます。子育て世代の部分については、拠点施設と
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館長 いうことで、子ども若者課と調整しながら、この時間については検討してい

たところはありますが、私も小中学生の 19時までっていうところは、安全っ

ていうところが、最初から懸念はしていたところなのですが、県内の図書館

自体は 19時までという開館時間が一番多くて、37館ぐらいであるとなってお

ります。ただ、やはり子どもも利用する部分について、そういった帰る際に

暗いっていうところがあるので、そこは心配していたところでありますし、

今回、季節性っていうところを導入させていただいた中で、やはり夏場です

と、まだ 19時前でも明るいところがありますが、やはりそれ以降になると暗

くなるし、子どもは早く帰っていただきたいというところがあります。委員

のおっしゃるご指摘については、私どもも、心配しておったところがありま

すが、総合的に子育て拠点に位置づけと図書館の位置づけ等を総合的に勘案

した中で、今回の時間の案とさせていただいて、それでも、この部分につい

ては、オープン後も、１年ぐらいの実績とアンケートを取るということにな

ると思いますが、そういった中でまた、さらに危険性とかそういったところ

が出てくれば、開館時間の変更っていうところも検討したいと思いますが、

今回は、このアンケート等を含めて、こういった形での開館時間をお示しし

たところです。 

香遠教育長 瀧川委員 

瀧川委員 ありがとうございました。私が個人的に調べたのは、子どもの児童館です 

とか、子どもの図書館というか、そういった形で検索をかけているので、図

書館としてはそういう動きで。さわた図書館については、同じ建物の中でフ

ロアが違うだけで、ここだけ閉めるってことはなかなか難しいと思います。

逆にその時間帯に巡回でもいいですが、雰囲気的にどういう利用されている

のかなっていうのを、この試験期間の間よく見ていただいて、利用していた

だきたいと思います。以上です。 

村岡中央図書

館長 
ありがとうございます。 

香遠教育長  他いかがでしょうか。 

岩崎委員 

岩崎委員 すみません。私も一点、気になる点があるのですが、先ほど瀧川委員がお

っしゃった意見もやはり同じように、小学生までのお子さん、７時までって

いうのはどうかなっていうのもありました。あと、もう１つは、10月から３

月までっていう期間ですが、こちらは高校生、中学生もそうかもしれないで

すが、受験の期間、受験受ける前の期間とかっていうのもあって、受験勉強

したいっていう生徒さん多分いらっしゃると思います。そこで、この６時ま

でっていう、開館がどうなのかっていう、一点あって。難しいですが、７時

までっていう、１年を通して、７時までとか６時までっていう、そうですね、

開館っていうのを、例えば学習室は何時までとか、子育て広場でしたっけと

か、図書館は何時までって区切られたらどうかなって感じました。以上です。 

香遠教育長 村岡館長 
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村岡中央図書

館長 

意見ありがとうございます。ここを見ていただいた形で、学習室とか、部

門的な解放時間の変化っていうところも、考えたのですが、なかなか施設の

管理上、難しいっていうところがありますし、またおっしゃるような形で、

受験勉強のためにも、もう少し長い時間の方が良いっていうご意見等はある

と思いますが、中央図書館を現在、18 時までやっておりますが、実績として

それほど 17時以降っていうのはやはりまだそんなに利用がなく、両津では一

部あるような話も聞きますが、中央図書館の実績としては、それほど学習室

あまり遅くまで使っているっていうところはありません。また、夏場につい

て、令和６年度、試験的に 19時まで中央図書館、延長してやったりしました

が、やはり５時以降とか６時以降っていうと、特に学習室の利用っていうの

は、少なくなったこともありますので、今回、この時間でもう少し長い方が

いいっていうご意見も出てくるかもしれませんが、事前にお示した中でのア

ンケート高校生 21%がありますが、そういった中では、19 時までっていうと

ころを、今、季節性のところっていう形でのご意見が方向性にあったもので、

そういった中を考慮して、今回この時間帯を設定させていただいたところで

す。 

香遠教育長  岩崎委員。 

岩崎委員 すみません。ありがとうございます。その中央図書館ですが、今までの現

状に、例えば高校生などの現状を言うと、佐渡高校の生徒さんは、結構、進

学される方が多くて。今までは、なかなか学習する場所がないっていうので、

例えばコーヒーショップで勉強したりとか。あと佐和田からだと、相川の図

書館まで行ったりとか。そういう感じで、佐和田で勉強するっていうのがな

かなか、なかったのですよね。そこで、こういった図書館、さわた図書館が

新しくできて、そうなるとやはりそこで勉強したいっていう生徒さんも出て

くるのかなっていうことも考えて、これからのことを考えていただいた方が

いいのかなって感じました。はい、以上です。 

香遠教育長 村岡館長 

村岡中央図書

館長 

ご意見ありがとうございます。佐渡高校の生徒さん、たくさん使っていた

だきたいなというところがこの計画の中にありまして、今回、28席というこ

とで、一番図書館の中では多い学習席を用意しておるところですし、個々に

仕切られた形でライトも付いておるので、そういった中で、充実した学習環

境になると思います。学校から少し遠いですが、最寄りの喫茶店よりは近い

かなと思いますので、利用実績とかアンケートとか踏まえながら、また、高

校生と、子どもたちの帰る時間と、難しいところがあるのですが、総合的に

考えながら、この開館時間ということでやりながらも、引き続き検討してい

きたいなと考えておるところです。 

香遠教育長 他いかがですか。 

後藤委員 

後藤委員 いろいろご説明ありがとうございます。５ページのこの平面図のところに、

Ｄのスペースで赤ちゃん・親子スペースとなっていて、そこにファミリーサ
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ポートセンターで子どもの預かりとありますが、どのような感じで行われる

予定でしょうか。 

香遠教育長 村岡館長 

村岡中央図書

館長 

ご質問ありがとうございます。この施設につきましては、図書館の部分と、

あと子ども若者課のところを協力しながら、運営していきたいなと考えてお

りまして、この親子スペース、ファミリーサポート、子どもの預かりってい

ったところは、子ども若者課の方で、実際の運営等に計画しておる段階であ

ります。なので、今、私の方で、詳細は把握してはいないところで申し訳な

いのですが、こういった形で、より子育て支援をやっていくっていう形を、

この施設の機能としてやっていきたいというところになります。 

後藤委員 はい、分かりました。ありがとうございます。保育園の方で、未就園児の

一時預かりをやっていますが、それに近いものが、このファミリーサポート

センターでの子ども預かりになるのかと思いまして、伺ってみました。そこ

に配置される職員は、専門に雇用されるのか、ボランティアになるのかも伺

いたかったのですが、子ども若者課からの報告を待ちます。 

村岡中央図書

館長 
ありがとうございます。 

香遠教育長 他いかがでしょう。 

瀧川委員 

瀧川委員 ご説明、引き続きありがとうございます。先ほど岩崎委員の方で、高校生

の学習室利用の時間帯の意見があったと思いますが、やはり使われる高校生

に、その時間帯の意見を聞いてみたいなと思うので、学習室に何かそういっ

たことを記入できるような。ノート、フリーで利用にあたって、今はこうい

う状態で試験的にやっていますが、希望があれば、その年代に問いかけた方

が、実際いいのではないかなと思います。やはり図書館５時までだと、佐高

で一番困っているのが、迎えに行く時に車を一切どこにも路駐してはいけな

い問題と、あと近隣の喫茶店での勉強を禁止される例もあったり、実名で利

用の仕方とかで言われてしまって、本当に皆さん行き場がなくて困っていま

す。ここは駐車場も広いし、迎えに行った時に図書館も開いてるから、親子

で本も借りて帰れると少し素晴らしい環境になってきていいなと思います

が、利用者の声を今、実際利用してみての声は上がってないので、拾いやす

いように、ノートとか、なんかボックスを置かしていただければありがたい

なと思いました。以上です。 

香遠教育長 村岡館長 

村岡中央図書

館長 

ご意見ありがとうございます。オープンした時には、この学習室の中にノ

ート等を設置して、利用者のご意見を聞く形で用意したいと思います。ご意

見ありがとうございました。 

瀧川委員  はい。ありがとうございます。 

香遠教育長 他いかがですか。 

加藤委員 
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加藤委員  説明ありがとうございました。１つは意見です。先ほど瀧川委員がおっし

ゃったように、高校生に書けるノートがあったらいいということで、確かに

そうだなと思って聞いていました。実は今話を伺ったときに、アンケートを

とって、保護者だったり、地域の方だったり、高校生からもアンケートいた

だいた結果を見て、この時間帯を設定したということで、使う方たちのニー

ズを確認しながら設定しているというのはとてもいいことだなと思いまし

た。合わせて、ちょうど４ページの真ん中あたりにもありますが、施設概要

の黄色のところの一番下ですかね、オープン後の利用実績やアンケート等を

踏まえ、開館時間の見直しの必要性について検討する。実際動きながら、高

校生や、また借りている親子等含めて聞きながら調整していきますよという

ことも書いてあるので、その辺もやはり実際どうなるのかというのは、やり

ながら使う方たちが使いやすくなるといいなと思っています。当初、佐和田

だけ時間が長くなる感じがしたので、ここを例えば試しにやりながら、他の

図書館もそういうことを考えているのかなというのを最初思いましたが、佐

和田が子育てのということで、多分こうしてみたということでいいですよね。

他はもうこの様子を見て広げていこうとかっていう意味合いではない。 

香遠教育長 村岡館長 

村岡中央図書

館長 

ご質問ありがとうございます。現在、全部の図書館の開館時間を延ばすと

いった考え方は私ども持ってなくて、今回、さわた図書館の部分で子育て交

流ひろばっていうところを合わせて、この開館時間を今決定したというもの

になります。 

加藤委員 はい。利用者が本当にここがあってよかったという形になるといいなと。

ただ瀧川委員、先ほどね、心配されていたそこにいるのがいいのか、それと

もっていう部分もあるので、それも含めて、利用者の様子を見ながら進めて

いただければと思っています。 

２点目は質問なのですが、５ページの図のところで、左下のところに中央

会館の図が描いてある、これたぶん中央会館の配置図だと私、詳しく分から

なかったと思いますが、そこに子育て支援センターってありますよね。同じ

くその右側、今度はさわた図書館のＧのところ、保健センターのところにも

出張子育て支援センターとあります。これは多分違うものだと思いますが、

そこに青矢印がついているので、この青矢印はこっちに移るということなの

か、どういうことなのかなと思ったのですが、意味合いというか。 

香遠教育長 村岡館長。 

村岡中央図書

館長 

ご質問ありがとうございます。こちらも子ども若者課の部分になるのです

が、現在保健センターというのは、２階のフロアにも設置してありまして、

機能訓練室や、いろいろと研修室等があるところですし、また、乳幼児健診

等も保健センターの一部使って行っている状況になっております。中央会館

の１階部分については、児童クラブや子育て支援センター、遊戯室等がある

中で、この中央会館と保健センターを一体的に活用する中で、この子育て支

援を行っていくという中で、一部、出張子育て支援センターを保健センター
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の方にといった形のものは、子ども若者課の方で検討しておるという形にな

るかと思います。 

加藤委員 出張子育て支援保健センターが、そのＧの保健センターのところにあると

いうことですか。場所として。 

村岡中央図書

館長 

はい、私も正確に答えられるかどうかですが、この後、出張で、形状的に

あるということではなくて、その相談部分とか、そういったところが、定期

的にあるっていうイメージなのかなと、私は理解しておるところです。 

香遠教育長 笠井次長 

笠井次長 補足します。令和８年度の子ども若者課の予算の中で、この保健センター

の中に子育て支援センターを併用する形で移転させたいという考えがありま

す。今年度のスタート段階では、うまく使っていく、一体的に活用していく

ことから始めていきます。最終的には子育て支援センターをこの中に置くと

いう考えであります。今、図書館が２、３階という規程になっていますが、

役割分担が必要であれば、条例改正も含めて、令和８年度中に精査していく

ことになります。 

加藤委員 ということで、今、過渡期的な状況で。 

笠井次長  そうですね。 

加藤委員 出張子育て支援センターを保健センターの中に機能して入れてみて、様子

を見て、ここにもしかしたらボンと子育て支援センター持ってくるかもしれ

ないし、また中央会館のところにあるかもしれないみたいな、そんな感じで

しょうか。 

笠井次長  今、スタート時はそういう状態です。縦割りですが、保健センターは市民

生活部で、今、子ども若者課は社会福祉部ですが、新年度は教育委員会に組

織されますので、役割分担を整理し、必要な予算も確保しながら検討してい

るところです。できるだけ多くの方に利用していただきたいので、随時見直

しをして、より良い形にしたいと思っています。 

加藤委員 はい、わかりました。ありがとうございました。 

香遠教育長 その他ありますか。 

他にはなしと認めます。それでは、議案第 80号について採決いたします。

オープン後も開館時間の見直しについては、検討しながら進めるということ

で、本案は原案通り決することにご異議ありませんか。 

委員全員 異議なし 

香遠教育長 異議なしと認めます。よって、議案第 80号は原案の通り可決されました。 

次に、日程第３「議案第 81号」は、人事に関する内容が含まれていること

から、教育委員会会議規則第７条第１項の議定により秘密会にしたいと思い

ます。これに賛成する委員の挙手をお願いします。 

委員全員 全員挙手 

香遠教育長 全員挙手であります。よって、「議案第 81 号」は秘密会とすることに決定

いたしました。 

 【秘密会】 
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香遠教育長 

・議案第 81号「学校薬剤師の委嘱について」 

計良学校教育課長が説明し、原案どおり可決された。 

これで秘密会を解除します。 

香遠教育長 日程第４、協議事項の１「佐渡市立図書館・図書室の休館日の見直しの検

討について」を議題いたします。事務局の説明を求めます。 

鶴間社会教育課長 

鶴間社会教育

課長 

すみません。協議事項ということで、また図書館の関係になります。今回

の案件は佐渡市内の図書館・図書室すべての図書機能の施設に関係すること

ですが、現在の休館日のあり方につきまして、少し改正をしたいと考えてお

る点がありますので、協議いただきたいということになります。資料の方は、

事前配布資料７ページ目からになります。詳細については村岡館長からお願

いいたします。 

香遠教育長 村岡館長 

村岡中央図書

館長 

ご説明させていただきます。佐渡市図書館・図書室の休館日の見直しの検

討についてということで、７ページの部分の趣旨であります。佐渡市図書館・

図書室は、佐渡市図書館条例施行規則第４条で、休館日が規定されておりま

す。各図書館・図書室では週１回の休館日が規定されておりますが、その日

が祝日や振替休日になった場合、その週は休館日がなくなるといった条文に

なっております。図書館のシフトは各館・室で調整して決めておりますが休

館日に祝日が重なり、またゴールデンウィーク等の連続した休みの場合は、

図書館の職員配置について苦慮するといった課題がありますし、また他の図

書館の例を参考にして、休館日の見直しを検討していきたいと考えておりま

す。今回、教育委員の皆様からご意見を伺いたいと考えておるところであり

ます。見直しの考え方につきましては、現在、新潟県図書館が祝日、振替休

日で開館した場合、その翌平日を休館としていることから、佐渡市図書館・

図書室についても同様な形で行いたいと考えております。職員の働き方改革

や市民サービスの維持といった観点からも、同様にしたいと考えているとこ

ろです。議案８ページをご覧ください。右側が現在の休館日です。図書館に

ついては月曜日、相川と新穂については水曜日、畑野、羽茂、赤泊について

は木曜日が休館となっておりますが、括弧書きで除くと書いてあるため、重

ねた場合はその週はそのまま休館日がなくなるといった形になっておりま

す。左側の赤字の部分が今回、改正案として、私どもが考えておるところで

す。その日が祝日法に規定する休日にあたる時は、その直後の平日というこ

とで、その直後の平日で、休みを増やしたいと考えておるところです。上記

による見直しを行った場合、令和８年度は図書館、月曜日については７日休

みが増えることになりますし、図書室の水曜日については２日、木曜日につ

いては１日休館日が増えることになります。また、今回教育委員会の皆様か

らご意見を伺うほか、その後、図書館協議会の方でもご意見を伺って、ご理

解が得られればということになりますが、できましたら、令和８年度の施行

を目指したいと考えております。説明については以上になります。よろしく
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お願いします。 

香遠教育長 ただいまの説明に対して、意見等はありますか。 

瀧川委員 

瀧川委員 ご説明ありがとうございました。私も、連休明けとかに図書館へ行った時、

窓口、お休みないですねって、よく会話になることもあったので、いや頑張

っていますって窓口の方は答えられますが、やはり特に佐渡の方は、正規職

員ではなくて、非正規でしたり、アルバイト的な形になってしまうのか分か

らないですが、職員の働き方改革を、待遇改善の面として、この振替の翌日

平日休みっていうのは、もっともなことだと思いますので、利用者の方も最

初から分かっていれば、全然困る問題ではないと思いますので、すぐに取り

入れていただければありがたいなと思って話を聞いておりました。以上です。 

村岡中央図書

館長 
ありがとうございます。 

香遠教育長 他ありますか。 

加藤委員 

加藤委員 ありがとうございました。私も今まで、その祝日と月曜日重なった時にそ

のままやっていて、その月もずっとやっていたのだなと。週１日の休館日を

規定している。それが原則ですが、そうやってサービスされていたのだなと、

逆に私は驚いた。どっちかっていうと、祝日重ねた時は次、休みっていうの

は、いろいろなところでそういう場面があるので、私は、この改定でいいと

思っています。はい。 

村岡中央図書

館長 
ありがとうございます。 

香遠教育長 岩崎委員 

岩崎委員 すみません。逆にお聞きしたいのですが、今、祝日法も変わって、かなり

月曜日がお休みっていうことが多いですが、今までの現行のものですと、月

曜日のお休みの職員の方っていうのは、もうずっと休みなしで、次の週もや

っていたって感じですか。 

香遠教育長 村岡館長 

村岡中央図書

館長 

一応労働基準法上、週１回休み、もしくは月４回休むということになって

おりますので、シフトの調整によってやりくりしますが、ただ、どうしても

やりくりが効かない時は、中央図書館とか、そういうところは１人体制の時

間帯があったりするのが現実で、そうすると、お客様が列になったりすると

いったサービスの低下があったりするので、できましたら、きちんと２人体

制でお客様にお並びする形の不便をおかけしないようにサービスを提供した

いなと考えておりますが、現実としては、そのような状況になっております。 

岩崎委員 ありがとうございます。 

香遠教育長 他ありますか。 

委員全員 質疑なし 

香遠教育長 はい、他にはないようですので、以上で、事務局におきましては、ただい
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まの意見を基に、またこの後内部で検討、協議そして図書館協議会にも諮る

ように進めていただきたいと思います。村岡館長ありがとございました。 

村岡中央図書

館長 
ありがとうございました。 

委員全員 ありがとうございました。 

香遠教育長 次に、「協議事項２」及び日程第５「報告事項１」については、内部の調整

事項及び個人情報が含まれていることから、教育委員会会議規則第７条第１

項の規定により秘密会にしたいと思います。これに賛成する委員の挙手をお

願いします。 

委員全員 全員挙手 

香遠教育長 全員一致であります。「協議事項２」及び「報告事項１」は秘密会とするこ

とに決定いたしました。 

 【秘密会】 

・協議事項２「スクールバスの運行基準の方向性について」 

齋藤教育総務課長が説明する。 

・報告事項１「学校情報について」 

野口管理主事が説明する。 

香遠教育長 これで秘密会を解除します。 

香遠教育長 再開します。次に、報告事項２「文化スポーツ課 事業報告等について」

を議題といたします。事務局の説明を求めます。 

宇治文化スポーツ課長 

宇治文化スポ

ーツ課長 

文化スポーツ課課長の宇治です。よろしくお願いいたします。本日は文化

スポーツ課から補佐の髙橋も一緒に出席させていただいておりますので、自

己紹介をさせていただきます。 

髙橋文化スポ

ーツ課長補佐 

お疲れ様です。文化スポーツ課課長補佐の髙橋です。よろしくお願いいた

します。 

宇治文化スポ

ーツ課長 

 では報告事項につきまして、前回、第８回の定例会の後、それ以降の事業

報告等をさせていただきたいと思います。 

１、事業報告について、博物館係の方ですが、今年度、佐渡市博物館ビジ

ョンの策定を進めております。別紙１をご覧いただきたいと思います。昨年

度、博物館協議会の方で、博物館・資料館のあり方ということで、運営体制、

保存活用と教育普及、観光機能という３つの評価というご提言をいただきま

して、それを基にしまして、今年度、佐渡市博物館ビジョン検討懇談会を開

かせていただきまして、ビジョンの目的、方向性、それに対する手段を、今

のところ、３回の検討懇談会の中で進めさせていただいているところです。

今回、博物館・資料館あり方、ご提言いただいたものにつきまして、それを

より具体的にしたものについて、ビジョン化しているところです。具体的に

今ある博物館・資料館全部を維持していくことは、今の減少している佐渡市

の人口、また佐渡市の財政的に難しいということは、懇談会の中でも話が出

ておりますので、施設の集約化、また職員の集約化をして、佐渡市としてあ
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るべき博物館・資料館、旧市町村時代から、そのままの形で来ているという

のが現状ですので、そういったところを今検討しているところであります。

今後につきましては、来年１月、２月でパブリックコメントをさせていただ

きまして、第４回博物館ビジョン検討懇談会開きまして、３月には博物館ビ

ジョンの策定と進めていくことを予定しております。なお、このビジョンの

後につきまして、続いてアクションプランというものを、策定する必要性が

あるということも懇談会の中でご意見いただいておりますので、そのあたり、

より現状の施設等を見ながら進めていきたいと思っているところです。博物

館ビジョンの進捗については以上です。博物館の方では、今、特別展として

「佐渡島の美―版画と地域創生―」ということを３月まで佐渡博物館の方で

開いております。 

続いて、佐渡ジオパーク係です。日本ジオパーク再認定審査の方、10月、

３日間、調査員の方に来ていただきまして、審査を受けました。大方、この

通常ですと４年に１回の審査というところですが、２年前に佐渡ジオパーク

は条件付きということで、進捗の進みがもう少し欲しいというご意見もあっ

て、そのところ、この２年間で実践してきたところです。特に海を活用した

事業とか、そういったところを調査員の方々にご説明させていただきまして、

この２年間やってきたところをきちんと紹介説明できたと思っております。

審査結果につきましては、来年１月末に発表される予定です。続いて、スポ

ーツ振興につきまして、補佐の方から説明させていただきます。 

髙橋文化スポ

ーツ課長補佐 

よろしくお願いいたします。まず、佐渡市スポーツ推進計画の中間見直し

になります。この佐渡市スポーツ推進計画につきましては、令和３年度に策

定しまして、10 年計画となっております。今年度、５年目ということで、中

間見直しを行う形となっておりまして、現在、検討部会等、２回ほど開いて

ですね、見直しを行っているところです。ちなみに今回、中間見直しにあた

って、市民にスポーツに関する意識調査というアンケートを行いました。８

月１日から９月 10日まで行いましたが、その中で、市民の週１回以上のスポ

ーツ実施率という１つの指標がありますが、そちらが前回、平成 30年の時に

は、21.5%ということで、非常に低い数字でしたが、今回、実施した結果では、

35%ということで、13.5ポイント上昇している状況になっております。市民の

方が実際あとどんなスポーツを実施していますかというアンケートの中で

は、１番はウォーキングでしたが、２番目にはですね、ストレッチとかラジ

オ体操っていう部分が、前回からかなりポイントが上がっていましたので、

そういったところをまたどんどん進めていきたいと思っているところです。 

続いて、ＳＥＡスポーツ国際交流員によるスポーツ教室になります。こち

ら野球、バドミントン、卓球ということで、春、夏、秋と６回コースで、小

学生対象に教室を実施しております。野球では、小学生対象の中でもガール

ズ、女性対象の教室であったりとか、低学年対象とした教室も実施していて

ですね。おおむね定員 20 名程度で募集していますが、ほぼほぼ定員 20 人近

くの方からお申し込みいただいていて、非常に好評となっております。卓球
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についてはですね、夏に来られたということで、秋に一度、教室を実施させ

ていただきました。そちらの方も定員近くの申し込みがあってですね、アン

ケートの結果もですね、非常に勉強になったというところになっております。 

続いて、全国大会への出場の激励金の状況になります。こちら文化の方が

今年度５件、激励金を支給しております。種目で言いますと、羽茂高校の郷

土芸能の部分、またそれ以外に、一般の団体ですが、コーラス、将棋、また

剣詩舞と言いまして、吟詠に合わせて舞う、芸道そのところでも全国大会に

出場されている方がいらっしゃいます。また、スポーツの方では 28件ありま

して、種目で言いますと、佐渡高校相川分校のバスケットボールや、それ以

外にもですね、バレーボール、バドミントン、陸上、水泳また空手、剣道、

柔道等で、全国大会に多くの方が出場している状況です。 

続いて、佐渡スポーツハウスプールの状況について、報告させていただき

たいと思います。こちら、現在、空調設備の改修工事を行っておりまして、

プールが 10月の中旬から今、休館している状況です。予定としては、３月末

に工事が完了して、４月に再開の準備等を行って、４月下旬に再開したいと

いうことで、今進めている状況です。また、現在利用できない状況もありま

すので、代替施設として、自衛隊のプールを利用させていただいております。

10月 18日から毎週土日の午前中、利用させていただいておりまして、１月の

末まで利用させていただく形で進めております。本来ですと、施設が休館し

ている４月の末まで自衛隊のプール利用させていただきたいと思っていまし

たが、自衛隊さんの方も改修工事を行うということで、１月末までというこ

とで、利用させていただいております。 

続いて、佐渡スポーツハウス、両津総合体育館の状況についてですが、現

在この施設については、平成 26年から指定管理者に管理をお願いしている状

況で、現在は佐渡市スポーツ協会で管理を行っております。今年度で３年間

が終了するということで、来年度からの３年間についてですね、募集をしま

したが、実際今回手を挙げるところがなくて、今、来年の４月１日からは直

営で運営する形で、準備を進めている状況です。 

最後に、市営平スキー場の状況になります。通常ですと、12月 20日から、

オープンしたいということで、準備を進めていましたが、ご存知のとおり、

雪が全然降ってなくて、今、スキー場の方も全く積雪がない状況になってお

ります。一応、年内も今、予報を見るとあまり雪が降る状況ではなさそうで

すので、おそらくオープンは年明け 10日とかその前後になるのかなと想定し

ているところです。スポーツ振興係の分は以上になります。 

宇治文化スポ

ーツ課長 

文化振興係の方です。10月 11、12日に佐渡鈍翁茶会がありまして、参加者

225名でした。この中にはですね、地域クラブと連携して、お茶体験もプログ

ラムに組ませていただきまして、益田 純さんからお話をいただく機会があり

ました。 

また、佐渡人形芝居、民謡の祝祭の方も例年どおり開催させていただきま

した。佐渡文化財団の関連事業も併せてご報告させていただきますと、今年
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度、初めて佐渡芸能に触れてみる１時間ということで、観光に来られた方が

どこでも佐渡の芸能が見られる場を提供するということを狙いとしてまし 

て、６月から 11月まで、月１回ぐらいのペースで開かせていただきました。

おおむね好評で知らなかったけど、あいぽーと来てみたらやっていたから民

謡だったり鬼太鼓だったり見ることができたというお声もいただいておりま

す。人形芝居親子教室、おけさ笠編込み講習会の方も実施させていただきま

して、プレスの方にも取り上げていただきました。茅刈り講習会につきまし

ては参加者が集まらなかったということで中止となったと聞いております。 

続いて、２、今後の事業予定といたしまして、佐渡伝統芸能をまるかじり！

能楽と鬼太鼓観賞・体験ということで、２月 28日まで観光振興課の主催とな

りますが、資料２の方でチラシの方、皆様の方にお配りさせていただきまし

た。ここまで３回終わっていますが、定員 50名のところで、41名、40名、

34名と、おおむね定員に近い参加者が来ていただきまして、佐渡汽船等で情

報ない方に配って、そのまま口コミでいらっしゃったという方もいて、こち

らの方も冬の観光に向けた取組ということで共有させていただきたいと思っ

ております。 

世界遺産課の所管となりますが、きらりうむ佐渡、１月１日に開館させて

いただきます。また、２月になりますが、佐渡ジオパークフォーラムを２月

10日、11日で予定しております。以上、文化スポーツ課の事業報告をさせて

いただきました。よろしくお願いいたします。 

香遠教育長 ありがとうございました。ただいまの説明に対して質疑等ありますか。 

瀧川委員 

瀧川委員 ご説明ありがとうございました。11月 21日の佐渡人形芝居保存会の県知事

賞表彰の受賞のニュースも飛び込んできて、親子教室もやっていますし、今、

伝統文化保存、皆さん課題ですが、佐渡が認められたということで、すごく

ありがたいなと思ってニュースを見ておりました。そして、この教室も本当

にまだ暑い時から先生教えてくださっていて、発表の場につなげてくださり、

ありがたいなと思って見ておりました。その佐渡まるかじりの芸能のことで

すが、アメリカの有力トラベルメディアのＡＦＡＲというところでも、2026

年行くべきところとして、日本で唯一、佐渡が紹介されたということで、こ

れも嬉しいニュースです。今、報道でも結構取り上げられておりますので、

体験型、特に外国の方は体験をしてみるっていうことを楽しみに来られると

思いますので、メディアと一緒に繋がりながら、こういう場があるよってこ

とで、どんどん繋げていただけたらありがたいなと思って聞いておりました。

以上です。 

香遠教育長 岩崎委員 

岩崎委員 すみません、いろいろお尋ねしたいことあるのですが、１個ずつすみませ

ん。まず、博物館ですが、私、昨年、総合教育会議でも、佐渡博物館の、入

り口というか、少し暗いっていうのを、もう少し明るくしたらどうかってい

うことを、意見させていただいきましたが、実際今年に入って、来場者って
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いうのは増えていますか。どういう感じなのか、現状を教えていただきたい

です。 

宇治文化スポ

ーツ課長 

はい。入館者数の方は増えておりまして、これは世界文化遺産登録の効果

もあってということで捉えておりますし、博物館係の方でも、各館、佐渡博

物館、両津博物館の方で企画展とかを行っておりまして、入館者数は増えて

おります。 

岩崎委員 はい、ありがとうございます。もう一点、ジオパークですが、社会教育課

のフロアを抜けると、個性的なお２人が出ている映像がありますが、あれ、

個人的には結構好きでした。佐渡テレビでやっている。あれ、もう終わりま

したが、今後、また復活するとか、そういったことはないですかね。 

宇治文化スポ

ーツ課長 

はい。確かに個性的な２人。出演した職員が異動してしまったので、今停

止状態ですが、今ＹｏｕＴｕｂｅでも流しておりまして、そちら拝見してい

ただきたいと思いますし、とにかく扱うものが、例えば岩石とか地層で分か

りにくいものを少し柔らかい形でお伝えするのはジオパークの使命でもあり

ますので、また似たような形かを考えていきたいと思いますので、またご意

見いただければと思っております。 

岩崎委員 その素敵な映像ですが、結構、大人も、すごくジオパークのことを理解し

やすくて、できれば学校の現場でも学校でも、そういった映像を流してもら

えると、子どもたちもスーっと入りやすいと思うので、ぜひ活用していただ

けたらと思います。あともう一点、スポーツに関してですが、現状でスポー

ツをされている佐渡市民っていうのが 13.5%アップっていうお話でしたが、実

際に少し心配なのは、プールのことは今教えていただきましたが、他の施設

が、例えばグラウンドとか球場とか、体育館とか、そういったものが充分間

に合っているのかどうかっていうのと、直さなきゃいけない部分の予算はど

うなのかっていうのを教えていただければと思います。 

髙橋スポーツ

文化課長補佐 

はい。体育施設の利用率については、本当に 100%近く利用されている施設

もあれば、50%程度の施設もありますが、今、各団体、スポーツする団体が申

し込みされて、利用したいっていう要望の部分は調整して、ほぼほぼ皆さん

利用できている状況になっております。あと、その施設の改修等については

ですね、毎年予算、今、来年度の当初予算の要求しているところですが、や

はり体育施設の中で、だいたい毎年 30件ぐらい、ここを直したいっていう部

分がありますが、その中でもやはり利用者、非常に影響がある部分、優先順

位をつけてですね、上の方からだいたい５、６件ほど、改修しているってい

う状況です。はい、以上です。 

岩崎委員 ありがとうございます。すみません。１つ質問ですが、今、自衛隊のプー

ルを借用しているってことで、移動手段って、今皆さんどうされているのか

っていうのを聞きたいです。 

髙橋文化スポ

ーツ課長補佐 

10月、11月は、現地に、自衛隊のプールの道挟んだところに平スキー場の

駐車場がありますので、そこで集合して、そこから利用していましたが、こ

の 12月、１月はやっぱり冬場で、雪道ですと、なかなか行きづらいっていう
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のがあって、今は市役所からシャトルバスを出して、市役所に集合して、そ

こからシャトルバスで、自衛隊の方に行っている状況です。はい。 

岩崎委員 はい。ありがとうございました。以上です。 

香遠教育長 瀧川委員 

瀧川委員 佐渡市博物館ビジョンのところの③の観光機能のことですが、私、今年の

夏から秋にかけて、息子と全ての博物館を周りました。その時気づいたのが、

やはり暑いです。なかなか両津とか、あと小木、宿根木あたりとかも、冷房

を設置するのは、建物自体難しいのだろうなと思っています。ただ、行った

時に、日本はどこ行っても自販機があるから飲み物の補充はできるなと思い

ながらも、意外と売り切れだったりします。レンタルサイクル、結構、観光

で出していると思いますが、行ってもエアコンもないし、飲み物もないし大

変です。車だったらどこか行って缶ジュース買おうかとかって言えますが、

これレンタサイクルの人たちどうなるのかなと思ったのも事実です。冷房完

備するっていうことはなかなか難しいと思いますが、一箇所だけも涼める場

所があるとか、自販機とか、飲み物の補充を意識的に期間的に多めにしてい

くとか、観光機能に向けてのチェックって、今までよりも見落としてはいけ

ないのかなと思って、８月、10 月、いろいろなところを周って思いました。

以上です。 

髙橋文化スポ

ーツ課長補佐 
ありがとうございます。 

香遠教育長 加藤委員 

加藤委員 文化スポーツ課ありがとうございます。本当に文化とスポーツと広きにわ

たっていろいろな活動がされていてありがたいなと思っています。特に文化

振興関係のものが本当に、定期的に１回行われるようになってきて、素晴ら

しいなと思って、佐渡の人だけでなくて観光客にもやはり良い目玉になって

いるかなと感じています。お聞きしたいのは、博物館に関わってですが、３

月 17日にこの会議の中で資料をいただきました。あの時に、３つの強化とい

うことで、ここにも挙がっていますが、１、２、３と挙がっていました。そ

の時、計画は今回は１枚だけですが、もっと詳しくいろいろ検討したものが

挙がっていたので、もう一度私、それを見てきました。すごくいろいろな問

題点を出して動いているなという感じでいました。それから９か月経って、

少し整理されたからすっきりしたのかなって感じもしますが。その３月の時

に挙がっていた観光機能の強化の中で、佐渡全体の総合的な価値を発信する

拠点施設の整備というのが挙がっていました。そこには港近くにっていう、

おそらく両津をイメージしているのだと思いますが、その辺が、博物館か資

料館が７つある中で、両津地区にっていうのがありましたが、その辺は何か

話が進んでいますか。どうでしょうか。 

宇治文化スポ

ーツ課長 

博物館・資料館につきまして、ビジョンの中ではソフト面、ハード面も、

やはり現状のまま全部をまんべんなく整えることは難しいということで、１

つというか、少なく集約して、そこを充実させるという方向性が進んでいま
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して、場所につきましては、やはり港着いてすぐというとか、ガイダンス的

な意味も含めて、利用者も利用しやすいところもありますが、そのあたりは

既存の施設も、この後の学校統廃合で空いた学校とか、その辺を見ながら、

できるだけ新しい博物館を建てる手はなかなか、欲しいところもあるのかも

しれませんが、今ある中でできる範囲で市民の方にも来訪者の方にも満足し

ているところを進めていきたいということで、ビジョンでは具体的な館名と

か、そこまでいけるとですね、方向性だけ定めまして、次のアクションプラ

ンで、今回明らかなった課題等対策に向けて、進めていくということで、ま

ず現状の施設の維持管理とか、そういったところを見ながらになっていくと

思いますが、そのあたりで、先ほどもご意見いただいた、本当に集約して、

満足度を高めるというところを、また、検討していきたいと思っております。 

加藤委員 はい。確かに施設を建てるとなるとなかなかね、大変なことだなと思って

いましたが、検討中ということで。観光文化スポーツ部ができて、その中に

課が３つあって、今日文化スポーツ課ということで、そこに観光振興課があ

って、これら３つの課が同じ部の中にあるので、それぞれ連携しながら、こ

の観光機構の評価についても、観光振興と連携しながら、他のいろいろな伝

統芸能の方をやっているかなと思いますが、その辺いかがですか。 

宇治文化スポ

ーツ課長 

やはり１つの部の中に３つの課がいるということで、仮に今までの教育委

員会と市長部局ですと打ち合わせの時間設定してっていうところですが、日

常会話がすでに連携状態と言いましょうか。そういったところも大きな面に

なりますし、それぞれのやっていたイベントで、単発で終わるところを、例

えば民謡の祝祭があった際には、今回の観光のいわゆるイベントのチラシも

同封するとか、そういったところも連携して、常に継続的に行けるようなと

ころを、効果を高めているところであります。 

加藤委員 はい。世界遺産の今、相川中心にね、何とか盛り上げようとしている動き

もあるし、ぜひその辺、３つの課で、今、文化スポーツということでね、課

長さん来ていただいていますが、他の金山にしても観光についても、こんな

動きで、今一緒に、冬の観光について動いているよとか、ここのところは今

課題なのですが、お互いの課でこんな意見を出し合っているみたいなものを、

こことずれるのかもしれないですが、そんなのも世界遺産とかジオパーク、

文化財も含めて、博物館も全部関係してくるので、その辺も、もし情報があ

ったら、今ということではありませんが、あと教えてもらえるとありがたい

なと思ってます。 

香遠教育長 他いかがですか。 

後藤委員 

後藤委員 いろいろご説明ありがとうございます。ＳＥＡによるスポーツ教室、私も

見学に行かせていただきました。子どもたちも、楽しそうに参加している姿

が見られましたし、この教室に行くことで他校の子どもたちと交流するとい

うことも、ＳＥＡの方との交流ばかりでなくて、他校の子たちと一緒に１つ

の競技ができて、とてもいい時間だなって思って見ておりました。その中で
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文化スポーツ課の職員の方の存在がやはり大きいなって、一生懸命やってく

ださっていて、交流員の方と子どもたちをつなぐ、言葉がけとか時間設定と

かも、してくださりスムーズに進めているなって見て感じました。職員の方

は大変だとは思いますが、来年度も引き続きやっていただけると、とてもあ

りがたいなと感じております。よろしくお願いします。 

宇治文化スポ

ーツ課長 
ありがとうございます。 

香遠教育長 私からも一つ。スポーツに親しむ市民の例が挙がったり、あるいは全国で

活躍する市民の方が大勢いたりして、本当にすごいなと思います。佐渡の子

どもたちはっていうことにしても、この場で、お分かりでしたら、学校教育

課からも説明してもらいたいのですが、昨日、全国のニュースでも、小中学

生の全国の体力テストの結果、新潟県全体としては全国平均を小学生も中学

生もどちらも上回っているっていうことが報道されていますが、佐渡市全体

の小学生、中学生は全国と比べてっていうことで、委員に結果を。田中指導

主事。 

田中学校教育

課指導主事 

学校教育課指導主任の田中です。佐渡市の小中学生の体力の実態としては、

新潟県平均よりもやや高い状況になっております。一部のこの体力の中の項

目の中で、柔軟性とかに少し課題がありますが、その他の俊敏性とか持久力

とかについては、高い数値が出ております。それについては、毎年『きょう

いく・さど』の１月号に全国体力、運動習慣等調査の結果を踏まえたものを

出しており、昨年度のものが今年の１月に出ておりますので、そちらを見て

いただきたいと思いますし、令和７年度の結果についても、もう少しまとま

ったものを、１月に全国からの結果も踏まえて出したいと思っております。

ただ、運動自体の、そういった体力テストの結果については、高い数値が出

ていますが、私の方で、こう学校を回りながら、学校の先生方の話を聞いて

いくとですね、校区が非常に広くなっていて、子どもたちが放課後に、家に

帰ってから外で遊ぶっていう機会が非常に少なくなっているっていうのは聞

いております。一番近い友達の家が歩いてかなりかかるとかってなって、ど

うしてもお家の人に送ってもらったりっていうことが必要になってきたり。

なので、自分たちが小学生の時みたいに、学校終わってすぐに友達の家に走

っていくっていうこと自体が、なかなか難しい現状が増えてきている。その

分、学童保育で元気に狭い空間の中で、体を動かしている子たちはいますが、

はい、実情はそんなところです。 

香遠教育長 こんなところでよろしいでしょうか。他に質疑なしということで、以上で

報告事項を終了いたします。宇治課長、髙橋補佐ありがとうございました。 

宇治文化スポ

ーツ課長 
ありがとうございました。 

髙橋文化スポ

ーツ課長補佐 
ありがとうございました。 

香遠教育長 委員の皆さん、必要であれば休憩とりますが、いかがでしょうか。 
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瀧川委員 大丈夫です。 

香遠教育長 では、次に日程第６「勉強会」でありますが、教育委員会内部の調整事項

でありますので、教育委員会会議規則第７条第１項の規定により秘密会にし

たいと思います。これに賛成する委員の挙手をお願いします。 

委員全員 全員挙手 

香遠教育長 全員一致であります。よって「報告事項１」は秘密会とすることに決定い

たします。 

 

 

 

香遠教育長 

【秘密会】 

・勉強会「子ども若者課の所管事務について」 

 余湖こども若者課長及び木下子ども若者相談センター長が説明する。 

これで秘密会を解除します。 

香遠教育長 

 

 

香遠教育長 

それでは次、日程第７「次回会議の開催日について」事務局の説明を求め

ます。 

【次回の会議は、１月 21日（水）に定例会を開催したい旨を説明した。】 

以上で令和７年第 12回佐渡市教育委員会定例会を閉会します。ありがとう 

ございました。 

午後５時閉会 


